
          

「廃棄物エコ手形制度」を活用し公民連携で不法投棄廃棄物を撤去します。 

１ 概要 

地元自治会から要請のあった下記事案について、「廃棄物エコ手形制度」を活用し不法投棄

廃棄物を撤去します。 

本制度は、東播磨地域内において管理者不在の民有地等に不法投棄又は不適正処理され、

地域の生活環境を悪化させている廃棄物を、廃棄物処理業者と地元住民及び行政が協働して

撤去・処分し、併せて再発防止策を講じるものです。平成 17年の創設以降、管内で 16回目、

令和２年２月 19日以来３年ぶりの実施となります。 

２ 日時 令和５年２月２日（木）9:45～12:00（小雨決行。予備日:２月 16日（木）） 

３ 場所 加古川市志方町西牧（県道 65号線沿い）※【別紙】位置図及び現況写真参照 

４ 撤去作業 

 ⑴ 参加者 

  ○産業廃棄物処理業者（一般社団法人兵庫県産業資源循環協会東播支部） 

○地元６自治会（①永室、②成井、③西牧、④原、⑤山中、⑥横大路） 

  ○行政（東播磨県民局、加古川市及び明石市） 

 ⑵ 手形振出事業者（産業廃棄物の運搬・処分協力事業者）※ 

  ○㈱アルファ（運搬・処分）、㈱岡田商事（処分）及び加古川リサイクル㈲（処分） 

   ※廃棄物エコ手形登録事業者 

    ボランティアで廃棄物撤去に協力すると申し出のあった処理業者（収集運搬、

中間処理、最終処分等）で、現在 44社を登録している。 

 ⑶ 撤去対象 

  ○産業廃棄物：廃タイヤ、トタン板、ベニヤ板、便器、コンクリートブロック等 

  ○一般廃棄物：衣装ケース、チャイルドシート、弁当殻、缶、瓶、ペットボトル等 

５ 当日のスケジュール（予定） 

 ９:45～ 山中公会堂（加古川市志方町山中 231−３）に集合後、現地へ移動 

   10:00～ 撤去作業開始 ⇒ 撤去作業完了後、再発防止策として不法投棄防止看板を設置 

   12:00  処分先へ搬出、解散 

  ※実施場所は駐車台数が限られるため、集合場所から乗り合わせて実施場所まで向かいます。

取材の際は、集合場所の山中公会堂までお越しください。 
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撤去作業 

実施場所 

集合場所 

（山中公会堂） 

県道 65号線（神戸加古川姫路線） 

出典：国土地理院 WEB サイト地理院タイル一覧ページ（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 


